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公共事業労務費調査（平成２２年１０月調査）の実施について 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび国土交通省総合政策局建設市場整備課長より、別添のとおり平成２２年

度の公共事業労務費調査実施に対する協力依頼がありました。 

同調査につきましては、 

① 資格審査の厳格化 

② ９月の賃金支払い実態の調査追加（大工、左官、造園工等） 

③ 請負契約による労働者（いわゆる一人親方）に関する説明資料の追加 

④ 破棄の恐れのある標本を提出した事業主への通知 

⑤ 資格取得状況や職種兼務状況、不稼働状況等の補足調査の実施 

⑥ 調査対象外の労働者 

・老齢厚生年金（在職老齢年金）及び高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続給付金、

高年齢再就職給付金)の受給に伴い、時給、日給又は月給を減額し、日当たり賃金を

調整している労働者 

・見習・手元等の労働者 

の改善点等の重要事項が別添に示されております。 

つきましては、貴協会傘下会員に対し、別添の重要事項及び「公共事業労務費調査にお

ける有効回答の向上対策について（協力依頼）」にご留意いただき、標記調査の適正な実

施についてご協力いただきますよう周知方お願い申し上げます。 

 なお、８月５日に開催された平成２２年度公共事業労務費調査に関する説明会資料を添

付致します。 

 

以 上 




























